




















就労アセスメントの活用に向けて 

モデル事業による就労アセスメントの実施 
⑤ アセスメント結果のフィードバック 

○ アセスメント結果を取りまとめ、本人、保護者、相談支援事業所 

 等関係機関へ報告、説明を行いました。説明に当たっては、本人、 

 保護者の自己評価とずれが生じることもあるため、誤解を与えな  

 いよう留意する必要がありました。 

○ アセスメント終了後は、一般就労を目指した方、就労移行支援 

 事業を利用した方、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業を利用した方 

 等がいましたが、Ｂ型事業利用の理由としては、当初からＢ型事 

 業を希望していた、障害の理解や現状の自己理解が必要であっ 

 た、退院から間もない状況であった、就労意欲が乏しい状況で 

 あった等がありました。 

モデル事業による就労アセスメントの実施 
⑥ アセスメント実施上の留意点 

・ 特定のサービス利用を前提とせず、就労準備性を評価する。 

・ 本人ができること、必要な支援が明らかになるように実施する。 

・ 記録票には、支援ポイント、本人の伸びしろや必要とする配慮事 

 項を記載する。 

・ 作業評価については、客観性を持たせるため、評価の基準を設  

 定することが欠かせない。作業場面の提供を依頼した障害福祉 

 サービス事業所の一般就労や職業準備性の考え方に差があり、 

 評価のすり合わせが困難である場合があったため、基準を定め、 

 共通の記録票や統一したマニュアルを作成した。 

・ アセスメント結果の文章化には一定のスキルが必要であった。 

・ 必要とする期間は個々により異なるが、１０日程度あると、慣れ  

 により本人の緊張がほぐれて、別の一面を観察することができた。 

・ アセスメントに要する期間を検討するためには、相談支援事業所 

 からの事前情報を基に必要期間を検討することが有効であった。 

モデル事業報告書 
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就労アセスメント活用に関する 
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モデル事業における就労定着を図る
ための生活支援体制の検証 
 
       参考例 
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参考例 モデル事業報告書 






